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公売に参加するには

公売の手続について
公売とは、差押財産を国が売却することです。
公売には原則としてどなたでも参加できます。

公売に
参加したい
のですが・・・

公売に参加するには
　公売とは、滞納者が税金を納付しない場合、差し押さえた財産を入札等の方法により売却して金銭に換え、滞納国税に充てる手続のことです。

公売される財産の種類、公売の方法などは、次のようになっています。

公売手続の流れ

●差押財産の売却方法には「公売」のほか、「広告によって行う随意契約による売却」があります。
「広告によって行う随意契約による売却」とは、一定期間、差押財産を随意契約により売却す
る旨を広告し、最初の買受申込者に売却する方法です。

●不動産の入札や買受申込みを行うためには、事前に「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」
を提出する必要があります。

●動産、自動車等を公売する場合には、事前に下見会を開催する場合があります。
●公売や下見会に関する情報は、国税庁ホームページの「公売情報」
   （https://www.koubai.nta.go.jp）をご覧ください。

国税庁ホームページや国税局（税務署）の掲示板で、公売財産の内容、公売の日時・場所・見積価額
（最低売却価額）等を公告します。

原則として定められた公売保証金の提供が必要となります。

見積価額以上で、最高価額の入札者（買受申込者）を最高価申込者として決定します。

買受代金は納付期限までに一括で納付する必要があります。

国税局（税務署）が、買受人に対して動産の引渡しや不動産
等の所有権移転の登記を行います。

最高価申込者に対し売却することを決定します。

公売公告
見積価額公告

公売保証金の提供

最高価申込者の決定

売却決定

買受代金の納付

権利移転の手続

公売参加申込

競り売り入札

開札

（国税庁ホームページ「公売情報」）

上記のサイトは
左のコードから

ご覧になれます。

民間のオークションサイトにおける競り売りに参加する場合には、事前に公売参加申込みを行う必要
があります。

※１農地のように一定の資格が必要となる場合があります。
※２滞納者は自己の財産を買い受けることができません。

公売される財産の種類

公売の参加資格

公売の方法
入　札

競り売り

原則として、どなたでも参加することができます。（※１）

ただし、次の方は参加できません。
①滞納者（※２）、②国税庁、国税局、税務署の職員、③公売への参加を制限されている方

入札を行った参加者のうち、最高価額の入札者に売却する方法です。
・期日入札：特定の公売日に、公売会場で提出された入札書を、その日に開札します。
・期間入札：定められた期間内に、直接又は郵送等で提出された入札書を、別の日に開札します。
※入札手続は、国税庁ホームページの「公売情報」（https://www.koubai.nta.go.jp）からオン
　ラインで行うこともできます。

買受希望者が順次高価な買受申込みを行い、最高価額の買受申込者に売却する方法です。
なお、競り売りは、民間のオークションサイトにおいても実施しています。

・土地、建物等の不動産　・絵画、宝石、時計等の動産　・自動車、ゴルフ会員権等

コラム《マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）》

国税関係手続とマイナンバー制度
税務関係書類へのマイナンバーの記載と本人確認
個人の皆さまが税務署へ申告書や申請書等を提出する際には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が
必要です。
※本人確認の詳細については、国税庁ホームページの　「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/

mynumberinfo/index.htm）をご覧ください。　
なお、e-Taxを利用して申告書や申請書等を提出する場合、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となりますので、是非ご利用ください。

国税分野での利用
申告書や法定調書等の書類にマイナンバーや法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書とのチェックがより正確かつ
効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるものと考えています。

納税者利便の向上
マイナンバー制度の導入を契機とした納税者利便の向上施策として、①住宅ローン控除等の申告手続における住民票の写しの添付が
不要となったほか、②マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能により、マイナポータルにログインすれば、e-Taxの利用者識別番号と暗
証番号を入力することなくe-Taxのメッセージボックスの閲覧等ができるようになりました。
また、令和２年分の年末調整や所得税確定申告手続から、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、
各種申告書へ自動入力することが可能となりました。詳しくはP44「マイナポータルを活用した所得税確定申告の簡便化（マイナポータル連
携）」をご覧ください。

マイナンバーPRキャラクター

マイナちゃん

マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する 
社会基盤です。
マイナンバー制度の導入に伴い、国税庁は法人番号の付番機関となるとともに、マイナン
バー（個人番号）及び法人番号の利活用機関となっています。   
なお、マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防ぐため、マイナンバー法に基づき
厳格な本人確認が求められます。

マイナンバー
住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で
定められた事務手続において使用されます。

法人番号
法人番号は、株式会社などの法人等が持つ１３桁の番号です。法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に
利用できます。また、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号の基本３情報は、国税庁法人番号公表サイト

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp）で公表されます。

マイナンバー制度の最新情報やお問合せ

・マイナンバー制度の最新情報については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー（個人番号）制度・マイナンバーカード」 ｠
（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber）をご覧ください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178（無料）　
 平日9時30分～20時（土日祝日17時30分）（年末年始を除きます。）　※最新のお問合せ時間は、デジタル庁ホームページでご確認ください。

国税に関するマイナンバー制度の最新情報

・国税のマイナンバー制度に関する情報やＦＡＱについては、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」
（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm）をご覧ください。

・法人番号の指定、公表及び通知に関する詳しい情報や最新情報は国税庁法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.
nta.go.jp）をご覧ください。

国税庁　マイナンバー

デジタル庁　マイナンバー

法人番号公表サイト
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